
 

２ 転学手続き（県内） 

【A 小・中学校と県立特別支援学校間の転学の手続き】 

（１） 小・中学校から県立特別支援学校への転学手続き 

   ①本人の住所が変わらない場合  

＊視覚障がい者等になったものがあるときも含む 

【手続きの流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【手続きに必要な書類及び通知先等】 

№ 作成者 通知先 提出書類 

① 
小・中学
校等の
校長 

市町村教委 
・様式Ｆ：視覚障がい者等になった者について（通知）（令 12条） 
＊次年度の学び場の決定のために教育支援委員会で既に審議してい
る場合は③からの手続きになる。 

② ＊転学先の特別支援学校へ事前に情報提供、受け入れ体制の確認などをすること。 

③ 
市町村
教委 

県教委 
・様式Ａ：認定特別支援学校就学者通知書（令 12条.2） 
・学齢簿の謄本 
・送付先データ：県ＨＰからダウンロードし提出 

④－1 

県教委 

保護者 ・様式Ｂ：入学通知（令 14条） 

④－2 市町村教委 
・様式Ｃ：福島県立特別支援学校に入学する児童生徒について（通知） 
（令 15条） 

④－3 
当該県立特別

支援学校長 

・様式Ｄ：福島県立特別支援学校に入学する児童生徒について（通知） 

（令 15条） 

 

児
童
生
徒
の
保
護
者 

当
該
小
・
中
学
校
長 

合意形成 

＊在学校で引き続
き就学させること
が適当な場合 

当
該
県
立
特
別
支
援
学
校
長 

 

④－3 
・様式Ｄ 

①・様式 F 

（令 12 条） 

（令 15 条） 

③・様式Ａ 

・学齢簿の謄本 

・送付先データ 

 

（令 14 条） 

・様式は市町村に
よる （令 12 条３） 

④－2 

・様式 C 

（令 12 条２） 

④－1 

・様式 B 

（令 15 条） 

確認 

認定特別支援学校就学者 

の認定をした者 

県
教
育
委
員
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
住
所
の
存
す
る
市
町
村
教
育
委
員
会 

＊令 18条の２ 

②【連絡調整】 
②【連絡調整】 

確認 

小
中
→
特
支 

（住
所
変
更
な
し
） 
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②【連絡調整】 
就学先決定に当たって、十分な教育を受け入れ

られる環境が確保されているか確認及び受入れ体
制の準備等の確認（学校、地教委等） 

大切！！ 

＊事前の教育相談 

 
随時 

多様な 

学びの場 

連続性 



 

  認定特別支援学校就学者に係る通知等を出す場合には、市町村教育委員会で、「保

護者及び教育学、医学、心理学その他の障害のある児童生徒等の就学に関する専門

的知識を有する者の意見を聴くもの」としています。市町村教育委員会は、このこ

とについて、丁寧に実施し、説明することが求められます。 

 

【留意事項】 

・ 令和 3 年 6 月「障害のある子供の教育支援の手引」（文部科学省）では、「就学先の決定に当たって

は、その子供がその学校で十分な教育を受けられる環境が確保されていることが必要であり、その確

認や実際の受入れ体制の準備を欠いたまま、市町村教育委員会が就学に関する通知を発出することが

あってはならない。」と示しています。事前に市町村教育委員会（在学する学校）が、当該特別支援学

校長と十分に連絡・調整を図り、就学に関する通知（様式Ａ）を出すことが必要です。 

・ 次年度転学の場合、新学齢児と同様、12 月末日までに通知することが望ましい。ただし、病気療養

等緊急の場合を除きます。 

 

【準用する手続きとして～学校の教育法施行令第 12条の 2に該当する児童生徒～】 

・ 学齢児童生徒で、視覚障がい者等で小・中学校等に在学するもののうち、その障がいの状態、その

者の教育上必要な支援の内容、その他事情の変化等により、小・中学校に就学させることが適当でな

くなったものがある場合についても、この手続きについて適用する。その際、市町村教育委員会の令

18条の 2に示す手続きを経て、③からの手続きとなります。 

 

 

＊学校教育法施行令第 18条の 2とは 

令第 18条の 2 

  市町村教育委員会は、児童生徒等のうち視覚障害者等について、第 5条（第 6条（第 2号）を除く。）

において準用する場合を含む。）又は第 11 条第１項（第 11 条の 2、第 11 条の 3、第 12 条第 2 項及び

第 12 条の 2 第 2 項において準用する場合を含む。）の通知をしようとするときは、その保護者及び教

育学、医学、心理学その他の障害のある児童生徒等の就学に関する専門的知識を有する者の意見を聴

くものとする。            

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小
中
→
特
支 

（住
所
変
更
な
し
） 
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【A 小・中学校と県立特別支援学校】 

（１）小・中学校から県立特別支援学校への転学手続き 

   ②本人の住所が変わる場合 

（令 22条 3該当者で、特別支援学校への転学を保護者等が希望している場合等） 

【手続きの流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【手続きに必要な書類及び通知先等】 

№ 作成者 通知先 提出書類 

① 保護者 市町村教委 ・市町村教育委員会による 

② ＊転学先の特別支援学校へ事前に情報提供、受け入れ体制の確認などをすること。 

③－1 
転居先
市町村
教委 

県教委 

＜認定特別支援学校就学者の場合＞（令 11条の 3） 
・様式Ａ：認定特別支援学校就学者通知書 
・学齢簿の謄本 
・送付先データ：県ＨＰからダウンロードし提出 

③－2 
転居先 

市町村教委 
管轄の小・中

学校の校長 
・様式は市町村による（令 5条） 

④－1 

県教委 

保護者 ・様式Ｂ：入学通知（令 14条） 

④－2 市町村教委 
・様式Ｃ：福島県立特別支援学校に入学する児童生徒について（通知） 
（令 15条） 

④－3 当該学校長 
・様式Ｄ：福島県立特別支援学校に入学する児童生徒について（通知） 
（令 15条） 

児
童
生
徒
の
保
護
者 

転
学
前
小
・
中 

学
校
の
校
長 

福
島
県
教
育
委
員
会 

転
学
先 

県
立
特
別
支
援
学
校
長 

④－3 
・様式Ｄ 

（令 15 条） 

 
 

 
 

 
 

 
 

転
居
先
の
市
町
村
教
育
委
員
会 

③－1 

・様式Ａ 

・学齢簿の謄本 

・送付先データ 

 

（令 14 条） 

速やかに 

＊令 18条の２ 

③－2 

・様式は市町村による 

（令５条） 

④－2・様式 C 

（令 11 条の 3） 

④－1・様式 B 

（令 15 条） 

確認 確認 

②【連絡調整】 

認定特別支援学校就

学者の認定をした者 

転
居
前
住
所
地

の
市
町
村
教
委 

異動が分かったら 

① 転居・住民票の異動手続き 

管
轄
の
小
・
中 

学
校
の
校
長 

地域の小・中学校で学べる 
体制がある場合 

＊
転
居
の
お
知
ら
せ ②【連絡調整】 

＊保護者に

確認し、情
報共有 

小
中
→
特
支 

（住
所
変
更
あ
り
） 

②【連絡調整】 
就学先決定に当たって、十分な教育を受け入

れられる環境が確保されているか確認及び受
入れ体制の準備等の確認（学校、地教委等） 

大切！！ 

＊事前の教育相談 
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  認定特別支援学校就学者に係る通知等を出す場合には、市町村教育委員会で、「保

護者及び教育学、医学、心理学その他の障害のある児童生徒等の就学に関する専門

的知識を有する者の意見を聴くもの」としています。市町村教育委員会は、このこ

とについて、丁寧に実施し、説明することが求められます。 

【留意事項】  

・ 令和 3 年 6 月「障害のある子供の教育支援の手引」（文部科学省）では、「就学先の決定に当たって

は、その子供がその学校で十分な教育を受けられる環境が確保されていることが必要であり、その確

認や実際の受入れ体制の準備を欠いたまま、市町村教育委員会が就学に関する通知を発出することが

あってはならない。」と示しています。事前に市町村教育委員会（在学する学校）が、当該特別支援学

校長と十分に連絡・調整を図り、就学に関する通知（様式Ａ）を出すことが必要です。 

 

・ 施設入所等で、年度途中及び年度末に本人の住所が変更する可能性がある場合は、転学先の市町村

教育委員会が「認定特別支援学校就学者」について、令 18条の２に基づいて判断することになります。  

保護者の了解を得て、関係機関において早めに情報共有を図るようにしてください。十分な連絡調

整がなされないままでは、受け入れ体制の準備が難しく、転学に時間がかかる場合があります。 

 

＊学校教育法施行令第 18条の 2とは 

令第 18条の 2 

  市町村教育委員会は、児童生徒等のうち視覚障害者等について、第 5条（第 6条（第 2号）を除く。）

において準用する場合を含む。）又は第 11 条第１項（第 11 条の 2、第 11 条の 3、第 12 条第 2 項及び

第 12 条の 2 第 2 項において準用する場合を含む。）の通知をしようとするときは、その保護者及び教

育学、医学、心理学その他の障害のある児童生徒等の就学に関する専門的知識を有する者の意見を聴

くものとする。            

 

  

 

 

 

 

Q  

 

A 福祉施設に入所した場合でも、本人の住所を変更する際は、住所の存する市町村教育委員会が学びの

場を総合的に判断し決定していきます。障がいの程度が学校教育法施行令第 22条の 3に規定するもの

のうち、当該市町村教育委員会がその者の障がいの程度、地域における教育の体制等、その他の事情

を勘案して、県立特別支援学校に就学させることが適当である認める者（認定特別支援学校就学者）

とした場合に、市町村教育委員会が学校教育法施行令第 11条に係る通知を県教育委員会に提出し、そ

の後の必要な手続きを行うこととなります。 

知的障がい者の施設入所であっても、地域の小・中学校で学ぶことも地域の体制によって可能かど

うかを当該市町村教育委員会が総合的に判断するためです。 

  ただし、他の市町村の施設に入所をしても、本人の住所を異動しない場合があります。その際も、

住所の存する市町村教育委員会が学びの場を総合的に判断し決定していきますが、手続きが異なりま

すので注意が必要です。 

小
中
→
特
支 

（住
所
変
更
あ
り
） 
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知的障がい者を受け入れている施設に入所するのですが、県立特別支援学校に入ることはできないので

すか。 



 

 

（２）県立特別支援学校から小・中学校への転学手続き 

    ①認定特別支援学校就学者が視覚障がい者等でなくなった場合 

【手続きの流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

【手続きに必要な書類及び通知先等】 

№ 作成者 通知先 提出書類 

① ＊転学先の当該小・中学校へ事前に情報提供、受け入れ体制の確認などをすること。 

② 
当該県立特別

支援学校長 
県教委 

・様式Ｇ：認定特別支援学校就学者で（  ）者でなくなった者につ
いて（通知） （令 6条の 2） 

③ 県教委 
市 町 村
教委 

・様式Ｈ：認定特別支援学校就学者で（  ）者でなくなった者につ
いて（通知） （令 6条の 2･2） 

④－1 

市町村教委 

保護者 ・小中学校への入学通知 様式は市教委による （令 6条 2） 

④－2 
当 該
小・中学
校長 

・小中学校への入学通知 様式は市教委による （令 7条） 

【留意事項】 

・ 小中学校に学びの場を異動する前に十分に連絡を取り合いながら、必要に応じてケース会議等を開

いて個別の教育支援計画を引き継ぐなどの本人や保護者が安心して学ぶことができる環境や体制を整

えておくことが大切になります。 

 

Q 視覚障害者等でなくなったものとは、どのようなことですか。 

 

A 学校教育法施行令第 22 条の３に該当しなくなった児童生徒のことをいいます。病弱者で症状が改善

し、継続して医療または生活規制を必要としない程度になった状態等が例として考えられます。第 22

条の３は特別支援学校で学ぶ児童生徒の障がいの程度を示している法令（障がいの程度でだけで特別

支援学校とはならないことに注意：令 11条）です。 

ただし、令 22条の 3の障がいの程度がない場合は、地域の小・中学校で学ぶことになります。 

児
童
生
徒
の
保
護
者 

当
該
県
立
特
別
支
援
学
校
長 

④－1 就学通知（令 6条 2） 

＊様式は市町村による 

②・様式 G 

 

③・様式 H 

（令 6 条の２） 

市
町
村
教
育
委
員
会 

（令６条の 2･2） 

当
該
小
・
中
学
校
長 

福
島
県
教
育
委
員
会 

④－2 

就学通知 

（令７条） 

①【連絡調整】 

①【連絡調整】 

特
支
→
小
中 

（視
覚
障
が
い
者
等
で
な
く
な
っ
た
も
の
） 
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①【連絡調整】 
就学先決定に当たって、十分な教育を受け入れられる環境が確保されている

か確認及び受入れ体制の準備等の確認（学校、地教委等） 

大切！！ 

＊事前の教育相談 

 



 

 

（２）県立特別支援学校から小・中学校への転学手続き 

  ②認定特別支援学校就学者が小・中学校で学ぶことが思料できる場合 

【手続きの流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

【手続きに必要な書類及び通知先等】 

№ 作成者 通知先 提出書類 

① ＊転学先の当該小・中学校へ事前に情報提供、受け入れ体制の確認などをすること。 

② 
当該県立特別

支援学校長 
県教委 

・様式Ｉ：認定特別支援学校就学者の就学先について（通知） 
(令 6条の 3) 

③ 県教委 市町村教委 
・様式Ｊ：認定特別支援学校就学者の就学先について（通知） 
（令 6条の 3･2） 

④－1 市町村教委 
当該小・中
学校長 

・就学通知（令 7条） ＊市町村の手続きによる 

④―2 市町村教委 保護者 ・就学通知（令 6条 3） ＊市町村の手続きによる 

審議の結果 引き続き特別支援学校で就学させることが適当である場合 

④－3 市町村教委 県教委 
・様式Ｋ：認定特別支援学校就学者の就学先について（通知） 
 （令 6条の 3･3） 

⑤ 県教委 
当該県立特別

支援学校長 
・様式 L：認定特別支援学校就学者の就学先について（通知） 
 （令 6条の 3･4） 

【留意事項】 

・ 居住地校における交流及び共同学習などを計画的に行い、地域の小・中学校で共に学ぶことができ

る環境や体制について事前に準備や協議等が必要になります。 

 
 
 
 
 

児
童
生
徒
の
保
護
者 

当
該
県
立
特
別
支
援
学
校
長 

④－2 就学通知（令６条３） ＊様式は市町村による 

②・様式 I  ③・様式Ｊ 

 
（令 6 条の 3） 

） 

市
町
村
教
育
委
員
会 

合意形成 

（令６条の 3･２） 
当
該
小
・
中
学
校
長 

福
島
県
教
育
委
員
会 

④－1 

就学通知 

（令７条） 

＊連絡調整、ケース会議等の支援の引き継ぎ 

④－3・様式Ｋ 

 

⑤・様式Ｌ 

 （令６条の 3･３） （令 6 条の 3･４） 

引き続き特別支援学校で就学させることが適当である場合 

＊令 18条の２ 

①【連絡調整】 

①【連絡調整】 

特
支
→
小
中 

（小
・中
学
校
で
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
思
料
で
き
る
も
の
） 

40 

①【連絡調整】 
就学先決定に当たって、十分な教育を受け入れられる環境が確保されて

いるか確認及び受入れ体制の準備等の確認（学校、地教委等） 

大切！！ 

多様な 

学びの場 

連続性 

Q 認定特別支援学校就学者の小・中学校への転学を判断する場合とは、どのようなことですか。 
 
A 特別支援学校で児童生徒が、その障がいの状態、その児童生徒の教育上必要な支援の内容、地域にお
ける教育の体制の整備の状況などから、地域で共に学ぶこと（児童生徒の市町村に設置する小・中学
校等の通常の学級や特別支援学級等で学ぶこと）が適当であると考えられる場合のことを言います。
最終的には市町村教育委員会で十分に審議し、総合的に判断することになります。 



 

 

【B 県立特別支援学校間及び市立特別支援学校と県立特別支援との転学手続き】 

 （１）県立特別支援学校間の転学  

①本人の住所が変わらない場合 

 

【手続きの流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【手続きに必要な書類及び通知先等】 

№ 作成者 通知先 提出書類 

①－1 ＊転学先の特別支援学校へ事前に情報提供、受け入れ体制の確認などをすること。 

①－2 保護者 
転学前の県立特

別支援学校長 
・様式Ｎ：学校指定変更（転学）願 （令 16条） 

② 
転学前の県立特

別支援学校長 
県教委 ・様式Ｎ：学校指定変更（転学）願 （令 16条） 

③－1 

県教委 

保護者 ・様式Ｏ：学校指定変更（転学）について（通知）（令 16条） 

③－2 市町村教委 ・様式Ｏ：学校指定変更（転学）について（通知）（令 16条） 

③－3 

転学先の県立特

別支援学校長 
・様式Ｏ：学校指定変更（転学）について（通知）（令 16条） 

転学前の県立特

別支援学校長 
・様式Ｏ：学校指定変更（転学）について（通知）（令 16条） 

 

【留意事項】 

・ 転学が考えられる場合は、事前に学校間で連絡を取り合いながら、児童生徒の学びの連続性及び配

慮等が継続した環境とするように留意することが大切です。 

児
童
生
徒
の
保
護
者 

転
学
前
の
当
該
県
立
特
別
支
援
学
校
長 

②・様式 N  

（令 16 条） 

） 

市
町
村
教
育
委
員
会 

申立 

転
学
先 

当
該
県
立
特
別
支
援
学
校
長 

県
教
育
委
員
会 

①－2 

様式 N  
（令 16 条） 

） 校長所見を記入

して 

（令 16 条） 

） 

③－1 

様式 O  
（令 16 条） 

） 

③－2 

様式 O 

（令 16 条） 

） 

③－3 

様式 O 

①【連絡調整】 

特
支
→
特
支 

（住
所
変
更
な
し
） 
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①―1【連絡調整】 
就学先決定に当たって、十分な教育を受け入れられる環境が確保され

ているか確認及び受入れ体制の準備等の確認（学校、地教委等） 

大切！！ 

＊事前の教育相談 

 

③－3 

様式 O（令 16 条） 



 

 

（１）県立特別支援学校間の転学  

②住所が変わる場合 ＊施設入所により、本人の住所が変わる場合も含む 

 

【手続きの流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【手続きに必要な書類及び通知先等】 

№ 作成者 通知先 提出書類 

① 保護者 市町村教委 ・市町村教育委員会による 

② ＊転学先の特別支援学校に事前に情報提供、受け入れ体制の確認などをすること。 

③－1 
市 町 村
教委 

県教委 

＜認定特別支援学校就学者の場合＞ （令 11条の 3） 
・様式Ａ：認定特別支援学校就学者通知書 
・学齢簿の謄本 
・送付先データ：県ＨＰからダウンロードし提出 

③－2 
市町村
教委 

管轄の小・中

学校の校長 
・様式は市町村による（令 6条１） 

④－1 

県教委 

保護者 ・様式Ｂ：入学通知（令 14条） 

④－2 市町村教委 
・様式Ｃ：福島県立特別支援学校に入学する児童生徒について（通知） 
 （令 15条） 

④－3 
当該県立特別

支援学校長 
・様式Ｄ：福島県立特別支援学校に入学する児童生徒について（通知） 
 （令 15条） 

 

 

児
童
生
徒
の
保
護
者 

転
学
前
の 

特
別
支
援
学
校
長 

学
校
の
校
長 転

学
先 

当
該
県
立
特
別
支
援
学
校
長 

④－3 

・様式Ｄ （令 15 条） 

 
 

 
 

 
 

 
 

転
居
先
の
市
町
村
教
育
委
員
会 

③－1 
・様式Ａ 
・学齢簿の謄本 
・送付先データ 

 

（令 14 条） 

速やかに 

＊令 18条の２ 

 

③－2 
・様式は市町村による 

（令６条１） 

④－2・様式 C 

（令 11 条の 3） 

④－1・様式 B 
（令 15 条） 

確認 確認 

②【連絡調整】 

認定特別支援学校就学者

の認定をした者 

転
居
前
住
所
地

の
市
町
村
教
委 

異動が分かったら 

① 転居・住民票の異動手続き 

管
轄
の
小
・
中

学
校
の
校
長 

地域の小・中学校で学べる
体制の場合 

＊
転
居
の
お
知
ら
せ ②【連絡調整】 

＊保護者
に確認し、

情報共有 

特
支
→
特
支 

（住
所
変
更
あ
り
） 
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②【連絡調整】 
就学先決定に当たって、十分な教育を受け入

れられる環境が確保されているか確認及び受
入れ体制の準備等の確認（学校、地教委等） 

大切！！ 

＊事前の教育相談 

 

福
島
県
教
育
委
員
会 



 

 

  認定特別支援学校就学者に係る通知等を出す場合には、市町村教育委員会で、「保

護者及び教育学、医学、心理学その他の障害のある児童生徒等の就学に関する専門

的知識を有する者の意見を聴くもの」としています。市町村教育委員会は、このこ

とについて、丁寧に実施し、説明することが求められます。 

【留意事項】 

・ 令和 3 年 6 月「障害のある子供の教育支援の手引」（文部科学省）では、「就学先の決定に当たって

は、その子供がその学校で十分な教育を受けられる環境が確保されていることが必要であり、その確

認や実際の受入れ体制の準備を欠いたまま、市町村教育委員会が就学に関する通知を発出することが

あってはならない。」と示しています。事前に市町村教育委員会（在学する学校）が、当該特別支援学

校長と十分に連絡・調整を図り、就学に関する通知（様式Ａ）を出すことが必要です。 

 

・ 施設入所等で、年度途中及び年度末に本人の住所が変更する可能性がある場合は、転学先の市町村

教育委員会が「認定特別支援学校就学者」について、令 18条の 2に基づいて判断することになります。  

保護者の了解を得て、関係機関において早めに情報共有を図るようにしてください。十分な連絡調

整がなされないままでは、受け入れ体制の準備が難しく、転学に時間がかかる場合があります。 

 

 

＊学校教育法施行令第 18条の 2とは 

令第 18条の 2 

  市町村教育委員会は、児童生徒等のうち視覚障害者等について、第 5条（第 6条（第 2号）を除く。）

において準用する場合を含む。）又は第 11 条第１項（第 11 条の 2、第 11 条の 3、第 12 条第 2 項及び

第 12 条の 2 第 2 項において準用する場合を含む。）の通知をしようとするときは、その保護者及び教

育学、医学、心理学その他の障害のある児童生徒等の就学に関する専門的知識を有する者の意見を聴

くものとする。            

 

  

 

 

 

 

Q 現に特別支援学校に通っている児童生徒で、施設入所に伴い、住所が変わる場合の転学であっても、

市町村教育委員会で審議する必要があるのですか。 

 

A 認定特別支援学校就学者は、学校教育法施行令第 22 条の 3 に規定するもののうち、当該市町村の教

育委員会が、その者の障がいの状態、その者の教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の

整備状況から総合的に判断するため、市町村教育委員会によっては、地域で共に学ぶ環境整備が進ん

でいる場合は、認定特別支援学校就学者とならないことがあります。そのため、施設入所にともなう

住所変更がある場合、その市町村に存することになりますので、当該市町村教育委員会での審議が必

要となります。  

異動や転学を事前に把握している場合には、保護者の同意のもと、総合的に判断するために必要な

情報交換を行うことが大切です。 

 

特
支
→
特
支 

（住
所
変
更
あ
り
） 
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 （２）県立特別支援学校と市立特別支援学校間の転学 

①市立特別支援学校から県立特別支援学校へ  

㋐本人の住所が変わらない場合 

 

【手続きの流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

【手続きに必要な書類及び通知先等】 

№ 作成者 通知先 提出書類 

① ＊転学先の特別支援学校へ事前に情報提供、受け入れ体制の確認などをすること。 

② 保護者 
市立特別支
援学校長 

・様式Ｗ：退学届 

③ 
市立特別支
援学校長 

市町村教委 ・様式Ｘ：児童生徒の退学について（通知）（令 18条） 

④－1 市町村教委 県教委 

＜認定特別支援学校就学者の場合＞ （令 11条の 3.2） 
・様式Ａ：認定特別支援学校就学者通知書 
・学齢簿の謄本 
・送付先データ：県ＨＰからダウンロードし提出 

④－2 市町村教委 
管轄の小・中

学校の校長 
・様式は市町村による（令 6条 4） 

⑤－1 

県教委 

保護者 ・様式Ｂ：入学通知 （令 14条） 

⑤－2 市町村教委 
・様式Ｃ：福島県立特別支援学校に入学する児童生徒について（通
知）（令 15条） 

⑤－3 
当該県立特別

支援学校長 
・様式Ｄ：福島県立特別支援学校に入学する児童生徒について（通
知）（令 15条） 

 

児
童
生
徒
の
保
護
者 

市
立
特
別
支
援
学
校
長 

当
該
県
立
特
別
支
援
学
校
長 

⑤―３ 

・様式Ｄ （令 15 条） 

④―１ 
・様式Ａ 
・学齢簿の謄本 
・送付先データ 

 

（令 14 条） 

④－２ 
・様式は市町村
による 

（令６条４） 

⑤－２・様式 C 

（令 11 条の 3･2） 

⑤－１・様式 B 

（令 15 条） 

確認 確認 

認定特別支援学校就
学者の認定をした者 

転学の相談 

管
轄
の
小
・
中

学
校
の
校
長 

地域の小・中学校で学
べる体制の場合 

②・様式Ｗ ③・様式Ｘ 

（令 18 条） 

①【連絡調整】  
 

 
 

 
 

 
 

住
所
の
存
す
る
市
町
村
教
育
委
員
会 

＊令 18条の２ 

市
立
→
県
立 

（住
所
変
更
な
し
） 
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①【連絡調整】 
就学先決定に当たって、十分な教育を受け入れられる環境が確保

されているか確認及び受入れ体制の準備等の確認（学校、地教委等） 

大切！！ 

＊事前の教育相談 

 

福
島
県
教
育
委
員
会 



 

 

  認定特別支援学校就学者に係る通知等を出す場合には、市町村教育委員会で、「保

護者及び教育学、医学、心理学その他の障害のある児童生徒等の就学に関する専門

的知識を有する者の意見を聴くもの」としています。市町村教育委員会は、このこ

とについて、丁寧に実施し、説明することが求められます。 

【留意事項】 

・ 令和 3 年 6 月「障害のある子供の教育支援の手引」（文部科学省）では、「就学先の決定に当たって

は、その子供がその学校で十分な教育を受けられる環境が確保されていることが必要であり、その確

認や実際の受入れ体制の準備を欠いたまま、市町村教育委員会が就学に関する通知を発出することが

あってはならない。」と示しています。事前に市町村教育委員会（在学する学校）が、当該特別支援学

校長と十分に連絡・調整を図り、就学に関する通知（様式Ａ）を出すことが必要です。 

 

・ 施設入所等で、年度途中及び年度末に本人の住所が変更する可能性がある場合は、転学先の市町村

教育委員会が「認定特別支援学校就学者」について、令 18条の 2に基づいて判断することになります。  

保護者の了解を得て、関係機関において早めに情報共有を図るようにしてください。十分な連絡調

整がなされないままでは、受け入れ体制の準備が難しく、転学に時間がかかる場合があります。 

 

 

 

＊学校教育法施行令第 18条の 2とは 

第 18条の 2 

  市町村教育委員会は、児童生徒等のうち視覚障害者等について、第 5条（第 6条（第 2号）を除く。）

において準用する場合を含む。）又は第 11 条第１項（第 11 条の 2、第 11 条の 3、第 12 条第 2 項及び

第 12 条の 2 第 2 項において準用する場合を含む。）の通知をしようとするときは、その保護者及び教

育学、医学、心理学その他の障害のある児童生徒等の就学に関する専門的知識を有する者の意見を聴

くものとする。            

 

  

 

 

 

 

Q 市立特別支援学校に通っている学齢児童及び学齢生徒であるのに、退学という表現なのですか。 

 

A 学校教育法施行令第 18条では、「視覚障害者等でその住所の存する都道府県の設置する特別支援学校

以外の特別支援学校に在学するものが、特別支援学校の小学部又は中学部の全課程を修了する前に退

学したときは、当該特別支援学校の校長は、速やかに、その旨を当該学齢児童又は学齢生徒の住所の

存する市町村の教育委員会に通知しなければならない」としており、「退学」という表現を使用してい

ることから書類上は「退学」という表記を使っています。なお、他県での区域外就学終了に関しても

同様で、実際に県外の特別支援学校の中学部の教育課程修了する前に「退学」し、様式 Xを使用して、

県内に戻ってくる事例があります。その際、令 11 条の 3 第 2 項が実施され、令 18 条の 2 に基づいて

判断し、その後の手続きとなります。 

 

市
立
→
県
立 

（住
所
変
更
な
し
） 
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（２）県立特別支援学校と市立特別支援学校間の転学 

①市立特別支援学校から県立特別支援学校へ  

㋑本人の住所が変わる場合 ＊施設入所により、本人の住所が変わる場合 

 

【手続きの流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【手続きに必要な書類及び通知先等】 

№ 作成者 通知先 提出書類 

① 保護者 市町村教委 ・市町村教育委員会による 

② ＊転学先の特別支援学校に事前に情報提供、受け入れ体制の確認などをすること。 

③－1 
市町村
教委 

県教委 

＜認定特別支援学校就学者の場合＞ （令 11条の 3） 
・様式Ａ：認定特別支援学校就学者通知書 
・学齢簿の謄本 
・送付先データ：県ＨＰからダウンロードし提出 

③－2 
市町村
教委 

管轄の小・中学

校の校長 
・様式は市町村による（令６条１） 

④－1 

県教委 

保護者 ・様式Ｂ：入学通知 （令 14条） 

④－2 市町村教委 
・様式Ｃ：福島県立特別支援学校に入学する児童生徒について（通知） 
（令 15条） 

④－3 
転学先の県立特

別支援学校長 
・様式Ｄ：福島県立特別支援学校に入学する児童生徒について（通知） 
（令 15条） 

 

児
童
生
徒
の
保
護
者 

市
立 

特
別
支
援
学
校
長 

転
学
先 

県
立
特
別
支
援
学
校
長 

④－3 

・様式Ｄ （令 15 条） 

 
 

 
 

 
 

 
 

転
居
先
の
市
町
村
教
育
委
員
会 

③－1 

・様式Ａ 
・学齢簿の謄本 
・送付先データ 

 

（令 14 条） 

速やかに 

＊令 18条の２ 

③－2・様式は市町村 
による 

（令６条１） 

④－2・様式 C 

（令 11 条の 3） 

④－1・様式 B 

（令 15 条） 

確認 確認 

②【連絡調整】 

認定特別支援学校就

学者の認定をした者 

転
居
前
住
所
地

の
市
町
村
教
委 

異動が分かったら 

① 転居・住民票の異動手続き 

管
轄
の
小
・
中

学
校
の
校
長 

地域の小・中学校で
学べる体制の場合 

＊
転
居
の
お
知
ら
せ ②【連絡調整】 

＊保護者に確
認し、情報共有 

市
立
→
県
立 

（住
所
変
更
あ
り
） 
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②【連絡調整】 
就学先決定に当たって、十分な教育を受け入

れられる環境が確保されているか確認及び受入
れ体制の準備等の確認（学校、地教委等） 

大切！！ 

＊事前の教育相談 

 

県
教
育
委
員
会 



 

 

  認定特別支援学校就学者に係る通知等を出す場合には、市町村教育委員会で、「保

護者及び教育学、医学、心理学その他の障害のある児童生徒等の就学に関する専門

的知識を有する者の意見を聴くもの」としています。市町村教育委員会は、このこ

とについて、丁寧に実施し、説明することが求められます。 

【留意事項】 

・ 令和 3 年 6 月「障害のある子供の教育支援の手引」（文部科学省）では、「就学先の決定に当たって

は、その子供がその学校で十分な教育を受けられる環境が確保されていることが必要であり、その確

認や実際の受入れ体制の準備を欠いたまま、市町村教育委員会が就学に関する通知を発出することが

あってはならない。」と示しています。事前に市町村教育委員会（在学する学校）が、当該特別支援学

校長と十分に連絡・調整を図り、就学に関する通知（様式Ａ）を出すことが必要です。 

 

・ 施設入所等で、年度途中及び年度末に本人の住所が変更する可能性がある場合は、転学先の市町村

教育委員会が「認定特別支援学校就学者」について、令 18条の 2に基づいて判断することになります。  

保護者の了解を得て、関係機関において早めに情報共有を図るようにしてください。十分な連絡調

整がなされないままでは、受け入れ体制の準備が難しく、転学に時間がかかる場合があります。 

 

 

＊学校教育法施行令第 18条の 2とは 

第 18条の 2 

  市町村教育委員会は、児童生徒等のうち視覚障害者等について、第 5条（第 6条（第 2号）を除く。）

において準用する場合を含む。）又は第 11 条第１項（第 11 条の 2、第 11 条の 3、第 12 条第 2 項及び

第 12 条の 2 第 2 項において準用する場合を含む。）の通知をしようとするときは、その保護者及び教

育学、医学、心理学その他の障害のある児童生徒等の就学に関する専門的知識を有する者の意見を聴

くものとする。            

 

  

 

 

 

 

 

Q 現に特別支援学校に通っている児童生徒で、施設入所に伴い、住所が変わる場合の転学であっても、

市町村教育委員会で審議する必要があるのですか。 

 

A 認定特別支援学校就学者は、学校教育法施行令第 22 条の 3 に規定するもののうち、当該市町村の教

育委員会が、その者の障がいの状態、その者の教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の

整備状況から総合的に判断するため、市町村教育委員会によっては、地域で共に学ぶ環境整備が進ん

でいる場合は、認定特別支援学校就学者とならないことがあります。そのため、施設入所にともなう

住所変更がある場合、その市町村に存することになりますので、当該市町村教育委員会での審議が必

要となります。  

異動や転学を事前に把握している場合には、保護者の同意のもと、総合的に判断するために必要な

情報交換を行うことが大切です。 

市
立
→
県
立 

（住
所
変
更
あ
り
） 
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（２）県立特別支援学校と市立特別支援学校間の転学 

②県立特別支援学校から市立特別支援学校へ  

  

【手続きの流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【手続きに必要な書類及び通知先等】 

№ 作成者 通知先 提出書類 

① 保護者 
県立特別支援

学校長 
転学の相談 

②－1 
県立特別支
援学校長 

県教委・市立特
別支援学校長 

情報提供・連絡調整 

②－2 県教委 市教委 連絡調整 

③ 保護者 
特別支援学校
設置の市教委 

・様式Ｐ：認定特別支援学校就学者区域外就学願（令 18条） 

④ 
特別支援学校

設置の市教委 
保護者 ・就学承諾書（市教委の様式による） 

⑤ 保護者 
住所の存する
市教委 

・様式Ｑ：認定特別支援学校就学者区域外就学届（令 18条） 

⑥ 市教委 県教委 
・上記：様式Ｑの写し、就学承諾書の写し 
＊県教委で手続き完了を把握するため 

 

 

児
童
生
徒
の
保
護
者 

福
島
県
教
育
委
員
会 

市
立
特
別
支
援
学
校
長 

住
所
の
存
す
る
市
町
村
教
育
委
員
会 

⑤・様式Ｑ 

・就学承諾書の写し 

（令 18 条） 

①転学の 
相談 

③・様式Ｐ 
（令 18 条） 

特
別
支
援
学
校
設
置
の
市
教
育
委
員
会 

④・就学承諾書 

⑥様式Ｑ（写し） 

・就学承諾書の写し 

②－1 

【情報提供 

・連絡提供】 

 

（入学期日等） 

②－2【連絡調整】 

当
該
県
立
特
別
支
援
学
校
長 

②－１【連絡調整・情報提供】 

②－１【連絡調整・情報提供】 

＊
住
所
変
更
が
あ
る
場
合
は
、 

転
居
先
の
市
町
村
教
育
委
員
会
と
な
る
。 

県
立
→
市
立 

（住
所
変
更
あ
り
・な
し
） 

②―1【連絡調整・情報提供】 
就学先決定に当たって、十分な教育を受け入れられる環境が確保され

ているか確認及び受入れ体制の準備等の確認（学校、地教委等） 

大切！！ 

＊事前の教育相談 

 

【留意事項】  

＊ 県立特別支援学校以外の特別支援学校となりますので、区域外就学の手続きになります。書類の作成等
について保護者が難しい場合は、在学している学校で相談にのるなどして、進めていくことが大切です。 
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協議 
＊福島市へ知的障がいの
ある児童生徒が転居した
場合、他市町村場合は協
議が必要です。 


